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中央卸売市場開設区域の変更について（諮問）

このことについて、卸売市場法（昭和46年法律第35号）第７条第１項の規定に基

づき指定する中央卸売市場開設区域を別紙のとおり変更したいので、同条第３項に

おいて準用する同条第２項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。



別紙

中央卸売市場開設区域の変更

次の中央卸売市場開設区域については、地方卸売市場への転換に合わせて、

指定を解除する。

中央卸売市場 開設区域

甲府市中央卸売市場 甲府市

富山市中央卸売市場 富山市

注１：秋田市中央卸売市場については、花き部が中央卸売市場として存続す

るため、開設区域の指定は解除しない。

注２：平成２３年４月１日付け（予定）で変更
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